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91.9

43.2

5.4

27.0

5.4

5.4

8.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

新商品・新技術の研究開発、科学研究

情報処理システムの分析・設計

記事等の取材・編集

デザイナーの業務

プロデューサー、ディレクターの業務

コピーライターの業務

システムコンサルタントの業務

インテリアコーディネーターの業務

ゲーム用ソフトウエアの創作

証券アナリストの業務

金融派生商品等の開発

公認会計士の業務

弁護士の業務

建築士の業務

不動産鑑定士の業務

弁理士の業務

中小企業診断士の業務

無回答

（％）

n=37

【調査結果の要約】 

１．裁量労働制の導入状況 

○裁量労働制の導入状況（人事部門調査 Ｑ１） 

裁量労働制を導入している企業は 9.6％（39 社）。うち「専門業務型と企画業務型の両方

を導入している」企業は 2.0%（8 社）、「専門業務型のみ導入している」企業は 7.1%（29

社）、「企画業務型のみ導入している」と回答した企業は 0.5%（2 社）となっている。因み

に、「平成 13 年就労条件総合調査」（厚生労働省）の調査結果では、専門業務型裁量労働

制導入 1.7％、企画業務型裁量労働制導入 0.4％となっている。 

7.1

2.0

0.5

90.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

専門業務型と企画業務型の両方 専門業務型のみ 企画業務型のみ 導入していない

n=407

 

 

○専門業務型裁量労働制の対象業務（人事部門調査 Ｑ２－②：M A ） 

 対象業務については、「新商品・新技術の研究開発・科学研究」が 91.9%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 裁量労働制の導入状況 

図２ 専門業務型裁量労働制の対象業務 



 2

○専門業務型裁量労働制で働いている人数（人事部門調査 Ｑ２－③） 

専門業務型裁量労働制で働いている人数の 1 社あたりの平均は 390.9 人。「100～300 人

未満」と回答する割合が最も高く 29.7%となっている。 

10.8

2.7

8.1

29.7

2.7

2.7

13.5

8.1
2.7

18.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

３０人未満

３０～５０人未満

５０～７０人未満

７０～１００人未満

１００～３００人未満

３００～５００人未満

５００～７００人未満

７００～１０００人未満

１０００人以上

無回答

（％）

n=37

 

 

○企画業務型裁量労働制の対象者の所属部門（人事部門調査 Ｑ３－②） 

 企画業務型裁量労働制の対象者の所属部門については、「経理財務部門」が最も多く

90.0%となっている。 

10.0

10.0

60.0

30.0

50.0

80.0

90.0

20.0

10.0

10.0

0.0

0.0

50.0

10.0

10.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

社長室部門

監査審査部門

総務部門

経営企画部門

広報宣伝部門

人事部門

経理財務部門

営業部門

業務部門

国際部門

研究開発部門

生産部門

購買部門

情報処理部門

その他

（％）

n=10

 

図３ 専門業務型裁量労働制で働いている人数 

図４ 企画業務型裁量労働制対象者の所属部門 
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40.0

20.0

10.0

10.0

20.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

３０人未満

３０～５０人未満

５０～７０人未満

７０～１００人未満

１００人以上

（％）

n=10

○企画業務型裁量労働制で働いている人数（人事部門調査 Ｑ３－③） 

企画業務型裁量労働制で働いている人数の 1 社あたりの平均は 66.4 人。「30 人未満」と

回答する割合が最も多く 40.0%となっている。専門業務型裁量労働制と比べると、適用者

数もかなり少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 企画業務型裁量労働制で働いている人数 
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２．裁量労働制の運用実態 

 

○『裁量』の範囲（ライン管理職調査 Ｑ３） 

出勤時間と退勤時間の『裁量』については、「認められていない」「一部の人だけに認め

られている」という回答が出勤時間で 5.7％、退勤時間でも 4.6％ある。基本的な時間配分

さえも労働者にゆだねられていない職場があることがわかる。 

また、仕事の進め方やスケジュールの決定の『裁量』については、「対象者全員に認めら

れている」と回答する割合が、69.0％にとどまっている一方、「一部の人だけに認められて

いる」が 18.4％、「認められていない」が 11.5％となっている。さらに、担当する仕事内

での予算執行権にいたっては、「認められていない」と回答する割合の方が多く 58.6％と

なっている。 

これらの結果をみると、労働者に認められた裁量の幅は、まだ比較的狭い範囲にとどま

っており、裁量労働制の趣旨を踏まえれば、今後より自由度を広げる工夫を行っていくこ

とが重要といえる。 

94.3

95.4

73.6

56.3

69.0

16.1

25.3

39.1

11.5

58.6

18.4

4.6

24.1

1.1

2.3

2.3

3.4

2.3

1.1

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

出勤時間

退勤時間

休憩時間

休日の勤務

仕事の進め方やスケジュールの決定

担当する仕事内での予算執行権

対象者全員に認められている 一部の人だけに認められている

認められていない 無回答

 

 

図６ 裁量の範囲 
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○みなし時間を上回って働いている人の割合（人事部門調査 Ｑ６） 

みなし時間を上回って働いている人はどのくらいいるか、適用者全体の割合を数値で記

入するよう求めた。適用者の半数以上がみなし時間を上回ると回答した企業は、全体の 3

割（30.8％）であり、そのうち、適用者全員がみなし時間を上回る企業が 1 割（12.8％）

を超えていることがわかる。 

2.6

5.1

5.1

5.1

0.0

5.1

2.6

2.6

5.1

7.7

0.0

12.8
46.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

０％

１～１０％

１１～２０％

２１～３０％

３１～４０％

４１～５０％

５１～６０％

６１～７０％

７１～８０％

８１～９０％

９１～９９％

１００％

無回答

（％）

n=39

 

 

 

○裁量労働制の導入による職場や仕事の変化（人事部門調査Ｑ７ ライン管理職調査Ｑ１３） 

 人事、ライン管理職の双方とも「部門や業務の生産性が向上した」（人事 48.7％、ライ

ン管理職 44.8％）、「従業員の仕事の意欲が高まった」（人事 79.5%、ライン管理職 47.1％）

では同一の傾向を示している。特に、人事では「従業員の仕事の意欲が高まった」が 79.5％

と約 8 割近くを占めている。 

一方、人件費総額について、人事では「減った」28.2％、「増えた」20.5％となっている。

また、ライン管理職も「減った」41.4％、「増えた」8.0％である。裁量労働制の導入は、

必ずしも全ての企業で人件費が削減される効果があるとはいえないことが伺える。 

図７ みなし労働時間を上回っている人の割合 
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図８ 裁量労働制の導入による職場や仕事の変化 

48.7

44.8

51.3

51.7 0.0

0.0
B：
低下した

①部門の業務の生産性
（％）

人事部門

ライン管理職

A:
向上した

33.3

16.1

64.1

80.5 0.0

2.6

②際立った業績や成果

A：
出るようになった

B:
出なくなった

人事部門

ライン管理職

28.2

41.4

51.3

47.1

20.5

8.0

③対象者にかかわる人件費総額

A：
減った

B：
増えた

人事部門

ライン管理職

79.5

47.1

17.9

48.3 1.1

2.6
A：

高まった
B：

減退した

人事部門

④従業員の仕事の意欲

ライン管理職

12.8

11.5

87.2

80.5 4.6

0.0

Ａに近い わからない Ｂに近い

⑦職場内の意思疎通や協力

A：
スムーズに行くよ
うになった

B：
うまくいかなく
なった

人事部門

ライン管理職

12.8

9.2

71.8

70.1

15.4

17.2

⑤管理職の仕事の負荷

A：

軽減した
B：

高まった

人事部門

ライン管理職

12.8

19.5

79.5

65.5

7.7

11.5

⑥従業員の仕事の負荷やストレス

A：

減った

B：

増えた

人事部門

ライン管理職
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３．裁量労働制の制度改定について 

 

○専門業務型裁量労働制に加えて欲しい業務の有無（人事部門調査 Ｑ８） 

法律を改正して、専門業務型労働制に新たに対象に加えてほしい業務について尋ねたと

ころ、「ない」が 86.5%を占めた。「ある」と回答した企業は 12.8%にとどまっている。 

 

 

86.5

12.8

0.7

ある

ない

無回答

（％）

n=407

 
 

○企画業務型裁量労働制を導入していない理由（人事部門調査Ｑ９、M A ） 

 現在、企画業務型裁量労働制を導入していない企業 397 社に、導入していない理由を尋

ねた。最も多い回答は「対象者と非対象者の混在など、職場の管理が煩雑になる」で 52.4％

となっている。次いで「対象者を特定しにくい」47.9％、「法律で定められた手続きが煩雑」

35.8％、「フレックスタイム制で対応できる」20.9％と続いている。 

 

 

47.9

35.8

20.9

52.4

5.8

10.1

1.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

対象者を特定しにくい

法律の手続きが煩雑

ﾌﾚｯｸｽタイム制で対応できる

職場の管理が煩雑になる

あまり残業手当が発生しない

その他

無回答

（％）

n=397

 

図９ 専門業務型裁量労働制に加えて欲しい業務の有無 

図１０ 企画業務型裁量労働制を導入していない理由 
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○簡素化してほしい企画業務型裁量労働制の手続き（人事部門調査 Ｑ１０：M A ） 

 簡素化してほしい企画業務型裁量労働制の手続きとしては、「労働基準監督署長への各種

届出」が 45.9%と最も多く挙げられており。次いで「労使委員会の設置」44.2%、「決定事

項の全員合意」37.1%、「個別労働者からの同意」29.7%、「労使委員会の議事録作成」25.3%

と続いている。 

 

44.2

23.3

25.3

37.1

29.7

8.1

5.9

45.9

4.9

13.8

6.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

労使委員会の設置

労働側委員の選出・信任

労使委員会の議事録作成

決議事項の全員合意

個別労働者からの同意

健康・福祉確保措置

苦情処理措置

労働基準監督署長への各種届出

その他

簡素化する必要はない

無回答

（％）

n=407

 

図１１ 簡素化して欲しい企画業務型裁量労働制の手続き 
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50.6

35.6

6.9
6.9

あると思う

ないと思う

わからない

無回答

（％）

2.0

63.9

34.2

４．ホワイトカラーの労働時間管理について 

 

○「サービス残業」の有無（人事調査Ｑ１２、ライン管理職調査Ｑ１６） 

 「サービス残業」の有無について尋ねたところ、「あると思う」と回答する割合は人事

63.9%、ライン管理職 50.6％とやや違いはあるものの半数以上が「サービス残業」がある

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ホワイトカラーの労働時間と処遇に対する今後の見通し・考え（人事調査Ｑ１５、ライ

ン管理職調査Ｑ１８） 

 今後の見通しとして、「仕事の成果を中心に賃金が支払われる社員が今後過半数を超える

ようになる」、「裁量労働制を拡大することが不可欠である」、「時間管理を本人に任せたほ

うがよい対象者は今後過半数を超えるようになる」の３項目については、いずれも 8 割前

後の高い回答となっており、裁量労働を導入している企業とライン管理職の傾向は一致し

ている。 

一方、「サービス残業」が存在する実態については、裁量労働制を導入している企業では

「すぐにでも改善すべきだ」とする回答が 56.4％と多いのに対し、ライン管理職では「あ

る程度やむを得ないことだ」とする回答が 54.0％と逆転している。また、「賃金を仕事の

成果に応じて支払った場合のトータルの労働時間」については、裁量労働制を導入してい

る企業では「労働時間が減る」が 64.1％と多いのに対し、ライン管理職は「労働時間が増

える」が 59.8％と逆転している。裁量労働制を導入している企業の人事は、成果主義の導

入が労働時間の削減に繋がると考えているのに対し、ライン管理職は逆の見通しを持って

いる。個人の成果に対する企業の要求が厳しくなる中で、労働者のゆとりがますます失わ

れていく傾向が見られることに注意する必要がある。 

図１２ サービス残業の有無 

①人事部門     ②ライン管理職 
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図１３ ホワイトカラーの労働時間と処遇に対する今後の見通し・考え 

 

以 上 
92.3

79.3

86.2

7.7

20.4

10.3

B：
今後、ごく一部にとどまる

①仕事の成果を中心に賃金が支払われる社員
（％）

裁量労働制を導入している企業

裁量労働制を導入していない企業

裁量労働制を導入している企業のライン管理職

A:

今後過半数を超える
ようになる

82.0

46.7

74.7

18.0

52.4

21.8

②一定程度の裁量権のある業務

裁量労働制を導入している企業

裁量労働制を導入していない企業

裁量労働制を導入している企業のライン管理職

A：
裁量労働制の拡大が
不可欠である

B:
フレックスなどの：既存の
制度で十分対応できる

84.6

54.9

78.2

15.4

44.6

18.4

③時間管理について本人に任せたほうがよい対象者

裁量労働制を導入している企業

裁量労働制を導入いない企業

裁量労働制を導入している企業のライン管理職

A：
今後は過半数を超え
るようになる

B：

今後もごく一部にとどまる

41.0

48.6

54.0

56.4

50.5

40.2

④「サービス残業」が存在する実態

裁量労働制を導入している企業

裁量労働制を導入していない企業

裁量労働制を導入している企業のライン管理職

A：
ある程度やむを得な
いことだ

B：

すぐにも改善すべきだ

64.1

51.6

34.5

25.6

45.4

59.8

「Aに近い」と「ややAに近い」の和 「Bに近い」と「ややBに近い」の和

⑤賃金を仕事の成果に応じて支払った場合のトータル労働時間

裁量労働制を導入している企業

裁量労働制を導入していない企業

裁量労働制を導入している企業のライン管理職

A：

労働時間は減る

B：

労働時間は増える


